
佐久市・臼田町・浅科村・望月町　合併協議会

協議項
目番号 コード番号 分科会

名称 事務事業等名称（項目名） 現況調書
ページ 問　題　点 調　整　案 調　整　案　の　詳　細

２８－５ 010501010112 監理 舗装復旧受託金の算定 4
舗装復旧受託金の算定については、佐久市・臼田
町・浅科村で実施しているが、その算定の細部にお
いて若干の差違がある。

合併時、新市の基準をもうける。
受託金の算定にあたっては、新市の道路占用路面復旧負担
金算定基準に統一する。
＊参照資料（Ｐ３　新市道路占用路面復旧負担金（案））

１７ 030502010127 建設 東部湯の丸インター関連道路網整
備促進期成同盟会負担金 5 望月町が単独で実施している。 合併時、新市において加入する。 構成：東部町・北御牧村・望月町・立科町・丸子町・長門町・

武石村・和田村・嬬恋村・草津町・長野原町・六合村

２５ 060502020101 建設 浅間山麓総合開発株式会社 6 望月町が単独で出資している。 合併時、現行どおりとする。

２８－５ 010502010114 建設 過疎対策道路整備事業 7 望月町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。 事業実施箇所は、新市建設計画による。

２８－５ 010502010901 建設 建設工事分担金徴収 8 臼田町・望月町・浅科村が実施している。
合併時、事業の施工にあたり、公共性が高いと判断し
た事業の執行であるので、分担金の徴収は廃止す
る。

１７ 030503020112 都市
計画 地域緑化事業 9 佐久市・望月町が実施しているが、実施方法に差異

がある
合併時、地域団体等が、公共施設又は公益施設を緑
化するのに必要な樹木等の交付する。 佐久市の事業方法で実施する。

２８－５ 010503010110 都市
計画 基本図等修正販売 10 ４市町村が実施しているが、基本図の縮尺・販売単

価・地図情報データ管理に差異あり。 合併時、新市において統一する。

・基本図修正は変更の生じた箇所を順次修正する。
・基本図は従前どおり縮尺1/2,500、1/10,000の２種類とし、
単価は250円／枚とする。
・都市計画図は区域が大きくなるので縮尺1/10,000は不要と
なり、縮尺1/20,000、1/30,000の２種類とし、単価はそれぞれ
500円／枚、３００円／枚とする。
・縮尺1/2,500の地図情報は佐久市方式で順次デジタル化を
図る。
・市全図は会計課で作成し、縮尺1/30,000、1/50,000の２種
類とし、単価は面積が大きくなるので佐久市単価より高くし、
それぞれ300円、200円／枚とする。
・地図情報データ管理等については、佐久市の例による。

１７ 030504010101 住宅 景観形成事業補助金 11 浅科村が単独で実施している。 合併時、補助金交付要綱を制定する。 新市の要綱は、浅科村の例を基本に見直す。

２８－５ 010504010206 住宅 景観形成事業 12 浅科村が単独で実施している。 合併時、新市の要綱を制定する。 新市の要綱は、浅科村の例を基本に見直す。

２２ 010505070202 下水道 排水設備の設置（小規模集合排水
処理施設整備事業） 13 望月町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。

２２ 010505070205 下水道 処理施設の維持管理（小規模集合
排水処理施設整備事業） 14 望月町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。

２２ 010505070206 下水道 処理施設の汚泥処理（小規模集合
排水処理施設整備事業） 15 望月町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。

２２ 010505070207 下水道 処理施設の水質検査（小規模集合
排水処理施設整備事業） 16 望月町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。

２２ 010505070208 下水道 分担金徴収（小規模集合集落排水
処理施設整備事業） 17 望月町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。

２２ 020505060102 下水道 生活排水処理施設督促手数料（小
規模集合排水処理施設整備事業） 18 望月町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。 公共下水道、農業集落排水、コミニティープラント、も全て同

額の督促手数料である。
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２２ 020505060103 下水道 施設使用料延滞金（小規模集合排
水処理施設整備事業） 19 望月町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。 公共下水道、農業集落排水、コミニティープラントも全て同額

の延滞金である。

※　各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。
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